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開  会 

 

【平野議長】  それでは、定刻となりましたので、「ＩＣＴサービス安心・安全研究会 

近未来におけるＩＣＴサービスの諸課題展望セッション」の第８回を開催させていただき

ます。 

 構成員の皆様におかれましては、ご多忙中のところご出席、ありがとうございます。 

 本日は、訪日外国人に向けたＷｉ－Ｆｉサービスの提供と多機能車載ルータ（Ｖ２Ｘユ

ニット）の利用、ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰの連携について、ゲートウェイ・アッ

プ・ジャパン様にプレゼンテーションをお願いしております。プレゼンテーションの後に、

ＩＣＴサービスの安心・安全な利用のあり方等に関する課題、それから、これまでの論点

整理案についてご議論いただきたいと思います。 

 それでは、まず初めに、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。事務局様よ

りよろしくお願いします。 

【金坂データ通信課課長補佐】  配付資料といたしまして、資料８－１といたしまして、

ゲートウェイ・アップ・ジャパン様の資料、それから８－２といたしまして、事務局のほ

うから論点整理案をお出しさせていただいております。よろしくお願いします。 

 

議  事 

（１） 観光・おもてなし 

 

【平野議長】  それでは、本日の議題に進みたいと思います。資料８－１につきまして、

ゲートウェイ・アップ・ジャパンの小松崎様よりご説明をよろしくお願いいたします。 

【小松崎様】  ただいまご紹介にあずかりましたゲートウェイ・アップ・ジャパンの事

務局の小松崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料もしくは資料を見てお話を聞いていただければと思います。訪日外国人に

向けたＷｉ－Ｆｉサービスの提供と多機能車載ルータ（Ｖ２Ｘユニット）の利用、そして、

ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰの連携について簡単にご説明させていただきます。 

 １枚目です。おもてなしアプリ推進協議会という任意団体を去年立ち上げておりまして、

今年の６月３日に一般社団法人に移行いたしました。こちらに書いてあるように、そもそ
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もの設立の目的というのは、訪日外国人に対する観光及び災害情報の提供、そして、それ

を伝達する搬送ルートの確保ということを念頭に進めて任意団体の運営をしてまいりまし

た。今年の６月３日以降は、画面の右の青い部分、青い字で書いてあるように、それまで

やってきた事業を踏襲しつつも、自治体さんのご要望等に合わせ事業内容を拡大しており

ます。 

 組織構成ですけれども、代表理事に東大の柴崎亮介先生をお迎えし、現行は１名理事と

いう形にしております。おそらく年度内に定款変更をかけ、複数理事、監事設置、理事会

設置等の手順を踏んで、来年度以降はもう少し組織体制をきちんとしたいと思っています。 

 この中には１１の分科会で構成されております。１１の分科会、上から読みますと、こ

の宇田川先生というのは、人と防災未来センターの主任研究員です。主にこの分野では災

害情報の文例の整理を行っています。なぜ文例の整備を行っているかというと、災害情報

を多言語化するために、まず日本語を整理し、そして、その整理した言語を完璧版の英語

に翻訳し、そこから多言語にするという作業を行っていく予定でおります。このつくり上

げたデータはオープンデータとして公開し、自治体さんのほうで使えるように準備をして

います。 

 ２番目に、柴崎先生に分科会の主査をやっていただいている、各種のデバイスにより書

いてありますが、この部分はおそらくＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰ、これからいろいろ

なアプリケーションがのってくると、各種のデータを獲得して蓄積し、解析・分析が必要

になってきます。柴崎先生のところではこれを推進していただく分科会を行っていただい

ています。 

 ３、４、５は、これ、実はまだ詳細が固まっておらず、よって、暫定で私が分科会長を

やっておりますが、これはしかるべき時期に公表していきたいと思っています。 

 そして、６番目、きょうお話をするＶ２Ｘユニットの利活用検討分科会について、これ

は日本大学理工学部の轟先生に主査をお願いしています。 

 ７番、ユニバーサルデザイン分科会。これは現在、国立障害者リハビリテーションセン

ター病院の西牧先生に主査をお願いし、高齢者及び障害者に対する情報伝達のあり方等に

ついて研究をする分科会になっています。 

 ８番は、Ｖ－ｌｏｗマルチメディア放送連携分科会。ここは今現在調整中です。 

 ９番のオープンデータアプリ分科会。これは一般社団法人リンクデータの下山先生にお

願いして、各自治体が持っていらっしゃるデータをオープンデータとして開放し、ＯＭＯ
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ＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰあるいは民間事業者の持っているアプリケーションと連動して情

報を伝達していくという仕組みを研究しています。 

 １０番、アイデア・形分科会。これは同じく東大の原先生及び首都大学東京の倉田先生

のおつくりになったＣＴ－Ｐｌａｎｎｅｒという仕組みがあるんですけれども、こういう

仕組みを利用しながら、各自治体さんが利用できる、あるいは外国人たちに情報を出す、

あるいはどういうアプリケーションであれば外国の方に喜んでいただけるかということを

検討しています。 

 最後は１１番、これは地域横串分科会とありますけれども、これは自治体さんを取りと

めている分科会でございます。以上１１の構成をもって社団が運営されております。 

 次のページに行きます。時間等の関係で一部しかお伝えできないですけれども、１つの

分科会の中には５つから６つのタスクフォースと呼ばれている実務実行の部隊があります。

例えば１番の宇田川先生のところには文例センターというタスクフォースだったり、自治

体の勉強会を開催するタスクフォースだったり、これは既に東京で４回、関西で１回開催

しています。それから、大規模災害時のアドホックネットワークサービスのタスクフォー

スであったりという形で、１１の分科会に対してそれぞれタスクフォースが立っており、

このタスクフォースリーダーというのは、民間の企業の方がやっている場合もありますし、

社団や財団あるいは研究者の方がなっている場合もございます。 

 さて、現在、おもてなしアプリの任意団体からスタートして一般社団法人ＧＡＪａです

けれども、おもてなしアプリのほかに、実は自治体さんのご要望により、コミュニティア

プリを準備しております。さらに、海外に行く日本人のためにアウトバウンドアプリもあ

わせて用意、検討しています。一番左は既に出来上がっておりますので、後でご紹介いた

します。 

 真ん中の部分は実は自治体さんのほうから、訪日外国人に対して観光情報、災害情報を

提供するといった途端に、災害情報提供は在住外国人にもやってもらえないかというお話

がございました。よって、この部分でコミュニティアプリの必要性が出てきて、将来的に

は在住外国人だけではなく日本人にも提供する。つまり、自治体さん側からすると、在住

外国人にだけ優先して災害情報を提供してしまった場合、地域住民の方から、何で外国人

を優先しているのですかというお問い合わせが入る可能性があるということで２つを用意

して整理しています。 

 一番右側のアウトバウンドアプリというのは、海外に行く日本の観光客の方を対象とし
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ています。例えば民間企業様では既に、海外にある日本大使館とか、あるいは海外に出て

いる日本の企業の方等は安否等の確認をしていますけれども、観光客に対しての情報提供

がやや薄いということで、現在これを調整しています。 

 これが現行、８月２４日にリリースをしたＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰです。この前

身の版は、３月３１日まで実証実験等を行ってきたのですけれども、一度クローズをして、

新たにリニューアルした形で８月２４日に公開しています。これ、残念ながら、日本人の

持っているスマートフォンで見ることができません。利用規約を訪日の外国人と設定して

いるために、自国でダウンロードしてくる、もしくは成田空港等の空港でダウンロードす

る。その際に外国人であるということを確認して、それで、外国人であれば使えるように

しています。主な機能としては後で順番にご説明をします。 

 さて、ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰというのは、アプリのためのアプリであって、Ｏ

ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰというよりは、統合版のプラットフォームのような形になっ

ております。この図に書いてありますように、大きくは４つぐらいの機能を有しています。

一番左のブルーで書いてあるところ、これは災害にかかわる情報の提供と基盤となるフリ

ーＷｉ－Ｆｉの提供を可能としています。フリーＷｉ－Ｆｉと申しましても、外国人が日

本にいる間はフリーなんですが、実際にそこのフリーＷｉ－Ｆｉを提供される通信事業者

さんには、当然ご努力をされていろいろな機械を設置され、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えていら

っしゃるわけですから、何らかの対価をお支払いしなければならず、そのマネタイズの仕

組みもあわせてつくり、両方がきちんと回るような形を組んでいます。これは後でちょっ

とご説明します。 

 現在、多言語災害情報提供のサービスと、それから、安否確認システムのサービスを用

意しています。多言語災害情報のサービスは、わかりやすくいうと、トリガーを引くのは

自治体の方ですので、自治体の方が「大雨だ。ここを逃げてください」というのを日本語

で入力すると、６カ国語等で一斉に情報が配信され、受け手側のアプリが持っている母国

語を見て、例えばイタリア語だったらイタリア語ということで表示されるという仕組みを

作っています。 

 この右の安否確認サービスは、民間事業者さんが提供されるサービスと組んでおります

が、民間事業者さんのものは一部無料、カスタマイズされると有料ということですので、

そことぶつからないような形で私たちのほうも同じような仕組みを現在作っています。も

ちろん民間事業者さんのアプリを排除するものではなく、連携をするという形をとってい
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ます。 

 前後しますが、このフリーＷｉ－Ｆｉのサービス、実はＩＤで連携をしていろいろなと

ころで使えるようにしたい。例えば成田空港に降りた外国人が一番最初につかむＷｉ－Ｆ

ｉ、そして、リムジンバスの中でつかむＷｉ－Ｆｉ、そして、ホテルに入ってつかむＷｉ

－Ｆｉ、これを都度登録するのは大変に面倒です。ですので、空港側で１回つかんで、自

分は何々これこれと入れた瞬間に、裏で機能が働き、次々Ｗｉ－Ｆｉを切りかえて、東京

都内、あるいはできれば京都に行ったり、大阪に行ったり、博多に行ったりというときに

も、再登録をしないで済むという考え方で作っております。 

 真ん中のところは、ベンチャーの連携アプリ。これはベンチャー企業の、アイデアはあ

るんだけどお金がないよねという事業者さんだったり、それを分科会の中に取り込み、そ

して、いろいろな会社とコラボしていただきながらのせていこうという企画。 

 右のほうは、既にアプリを持っていらっしゃる会社さんのものを次々のせるという形に

なっています。のせるに当たって特段に何か必要なことというのはないのですけれども、

唯一、例えばＷｉ－Ｆｉについてはシームレスでつながせてもらうことであったり、それ

から、ＩＤはそれぞれに連携して１回で済むようにしてくださいという緩い規約を設けて

います。 

 最後に、紫色で書いてあるところなんですけれども、実はアプリがまだないんですよね

という会社さんのために、単純にウェブサイトに誘導してあげたり、こういうアプリがあ

りますよということを紹介するということで、この４つをもってＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 

ＡＰＰと呼んでいます。 

 次のページに行きます。これだけ大きなお話をしていますが、現実、実際のところ、今

何がのっているのと。ここに書いているように、平時のアプリとしては、成田空港さんの

ＴＡＢＩＭＯＲＩであったり、下にあるＣＴ－Ｐｌａｎｎｅｒのアプリ化を検討している

ということぐらいで、アプリ自体は実は数がまだほとんどありません。自治体さんのアプ

リとかもあると聞いているんですけれども、実際にはまだまだ精査とか高度化が必要で、

民間事業者さんもアプリがあると言っている割には、いざ本番というふうになるとなかな

かのせられないというのが実態です。 

 非常時のアプリ、右側の部分は、社団のほうで作っているものと、民間企業様のほうで

作っているものを連携するという形で組み上げています。 

 ＩＤ連携についてのネットワークは現在、Ｗｉ２さんのネットワーク、成田空港さんの
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ネットワーク、ファイバーゲートさんのネットワーク、そして、最後にＶ２Ｘユニットに

よるネットワークとの連携を考えています。 

 次のページに行きます。ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰをどうやって周知、ダウンロー

ド、利用させているんですかという話なんですが、現在、外務省さんのご協力を得まして、

各国領事館・大使館の方等にお話をし、まず日本に来る前にダウンロードしてくださいと

いう話が１つ。それと、外国人が日本を一番見る、日本のことを知るサイト、ジャパンガ

イドというサイトがありますけれども、外国の方が、スイスの方ですかね、運営されてい

るサイト、ここにお願いして載せる。次は、空港でダウンロードしていただく。空港だけ

ではなく、来る方法はもう１種類船がございますので、港と連携してその場所でダウンロ

ードしてもらおうかなと。実際には移動体の中だったり、あるいは町中だったり、そこで

観光情報や、いざ何かあったときには災害の情報を受け取れるというのが、すごく大雑把

なこのＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰの周知とダウンロード、利用シーンまでの絵でござ

います。 

 詰まるところ、次のページでございます。日本に来て日本の中にいるときにおもてなし

をするだけではなく、海外に帰られたときに、なかなか日本はよかったよ、災害が多いと

聞いていたけれども、ちゃんと防備もしてくれている、また行ってみたいねということで

リピーターを増やすというところまでを一応戦略の中に入れております。これがうまくぐ

るぐる回れば、１回、２回、３回と来ていただくことによって観光客も増えるのではない

かと考えています。 

 さて、話が、今までのところは概念というか、ざっと全体の社団の動きですけれども、

この中で特徴的にＶ２Ｘと呼ばれているユニットについてご説明します。これはホンダ技

研工業グローバルテレマティクス部さんが開発された特殊なＷｉ－Ｆｉルータです。ここ

に書いてあるように、主な機能は３つです。１つは、車内に対するＷｉ－Ｆｉ環境の提供、

もう１個は当然ＬＴＥ回線のセルラーチップ、そして、この装置同士が会話をする、その

ためにＶ２Ｘなんですけれども、この装置同士もしくは他の装置と会話をするためのＷｉ

－Ｆｉ装置をつけてあります。 

 特徴的なのは、通常の民生品Ｗｉ－Ｆｉルータの耐熱温度が０度から３０度なのに対し、

ダッシュボード上でも壊れなくて作動するように、マイナス３０度から８５度まで一応耐

えるようになっています。規格は、電気の規格ではなく、車の部品としての品質をホンダ

さんが担保していますので、この装置を使っていろいろなことができないかなと考えてい
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ます。 

 もとよりホンダさんはこの装置を売るということは全然目的としておらず、この装置の

普及により、波及して広がっていくことで、万が一電源が喪失あるいは通常の回線網がな

くなってしまったときでも、車同士が情報を交換して情報を伝えていくネットワークを作

りたいということでこの装置を開発されたそうです。ちなみに、このグローバルテレマテ

ィクス部というのは、先の２０１１年３月１１日の震災の反省を受け、彼らの中に新設さ

れた部隊で、それから３年ほどかけてこの装置を開発して持ってきました。 

 現在、ここに書いてあるように、貨物自動車、乗合自動車、乗用車等の日本の国内を走

っている車の総数は８,６００万台です。ホンダさんがすごいなと思ったのは、コンペテ

ィターの会社である自動車会社さんの車を利用されているタクシー会社さん等の自動車に

もこの装置を積み、自分のところだけで独占せず、当然自動車会社さんで話し合っていま

すから、同じような規格で皆さんも作って一緒にやりませんかという働きかけをされてい

るところです。 

 ただし、ホンダさんがすごく不得手なのが、うちはトラックを作っていない、バスも作

っていませんということで、ここの社団との住み分けでいうと、トラック、バスについて

は社団側で巻き取ってやりましょうかと。あとは、特殊車両、それから、オートバイ、そ

れから、電車、こういうものに積めないかねと。 

 さらに、固定装置等を利用して、ここと車とをつなげないかということをやっています。

これは既にこの装置自体が水素ガスステーションであったり、充電ステーションに配備さ

れ、そのステーションは太陽光発電が完備されております。ですので、電源が喪失した場

合でも、そこに行けば情報を獲得する、あるいは送ることができるということで話を進め

ております。公共施設だったり、観光施設だったり、店舗、あとはケーブルテレビ事業者

様との連携。太陽光発電のある設備であれば、これをつけていってもいいかなと考えてい

ます。 

 次のページに行きます。これ、先の話ですかとよく言われるんですけれども、いやいや、

実は既に実証を開始していますというお話をさせていただくためにこの表をつくりました。

自動車会社ルートは、当然ホンダさんなり、各自動車会社さんがそれぞれ調整をして進め

る話です。 

 バスの運用事業者さんのルートについては、現在、福島県いわき市の新常磐交通さん、

そして、神戸市役所の神戸の市営バスさん、奈良県の葛城市さん、岡山県の備前市さん、
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それから、兵庫県の加古川市さん等と既に実装の準備に入っており、いわき市では既に

20 台の実装が終わりました。現在、簡易バスロケーションシステムを作ってバスの運行

管理等を調べると同時に、いわき市商工会議所様等と車内に行政情報等を流せないかとい

うことの意見交換に入っております。これは後で詳しくお話しします。 

 タクシー会社さんルートも、これも既に日本の大手タクシー会社さん１社と話が進めら

れており、これは私たちの領域ではなく、乗用車ですので、ホンダさんの分野でございま

す。 

 鉄道事業者さんは、九州、関西の大手私鉄さんと今お話を調整させていただいておりま

す。ただ、大事なのは、箱根登山鉄道さんとか、比叡山鉄道さんとか、伊予鉄道さんとか、

小規模でありながらも外国人がいっぱい来るところにどうやって設置するかというのが今

後の課題になります。 

 ちょっと苦手なのがトラック会社のルートでございまして、これがなかなかいろいろ難

しい問題があり、現在はどうやって取り組むかは未定でございます。 

 固定装置の利用としては、ここに書いてありますように、ケーブルテレビ事業者さん。

これは名前だけ１個出してあるのは、愛媛ケーブルテレビさんで取りつけて、電車、バス、

そして、町なかにつけていろいろな実験をしようというお話をさせていただいております。 

 鉄道事業者さんは、移動体、つまり、車両に積むだけではなく、ホームに置けないです

かねとか、駅のコンコースの中に置けないですかねというお話をさせていただいています

が、特にこれはＶ２Ｘじゃなくてもほかにもっといい機械があるからそっちのほうがいい

んじゃないですかというお話をしています。必ずそこは独占優位ではなく、より最適なも

のを置いて、我々はその最適なネットワークと一緒にＩＤの連携をしてつなげていけませ

んかということを考えていますので、既にあるネットワークを置きかえるという話ではご

ざいません。協調してやっていかないと、日本は狭いと言いながらも相当広いですから、

連携しないとネットワークができていかないと考えています。 

 水素ガスステーションと充電ステーションについては、ホンダさんなり、ほかの自動車

会社さんが進められております。 

 ということで、ざっと早口でお話をしてしまいましたが、社団の取り組みについてご説

明をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。 

【平野議長】  ありがとうございました。 

 それでは、ここで質疑の時間を設けたいと思います。これまでのプレゼンテーションに
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つきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 なければ、私のほうから質問させていただきたいと思います。このすばらしい取り組み、

非常にインプレッシブでございました。Ｖ２Ｘについてお伺いしたいんですけれども、私、

技術的なところは疎いんですが、おそらくホンダさんが開発したこの装置というのは、特

に非常時に基地局として機能する、これを搭載しているもの同士が通信をし合っていろい

ろな情報を提供すると、こういうシステムだと理解しています。そうすると、これを設置

するとなるとコストがかかってくると思うんですけれども、その辺のコスト負担というの

は、それぞれの事業者が自主的にコスト負担して採用していくのか、その辺はどうなって

いるのかというのをお教えいただきたいんですけれども。 

【小松崎様】  ありがとうございます。今、先生におっしゃっていただいたように、ア

ドホックという表現が適切かどうかわかりませんが、情報が次々車を伝って渡っていきま

す。このときに、まずホンダの車であれば、新車にこれを実装していくという考え方です。

ですので、ホンダ車には標準装備されるようになるという考え方で検討していると伺って

います。 

 ところが、これをやっていると、ホンダさんがいみじくも、うちは零細企業ですとおっ

しゃっていて、うちだけだとシェアが１０％しかない。だから、自動車会社全部でやらな

いと６割、７割にはなりませんと。シミュレーションをしていただいた結果、例えば東京

都で、２３区あるいは都市部がもし全部電源が落ち、通信網が遮断されたときに、このア

ドホックで、車でどのぐらいの台数があれば１日で隅々まで情報が行きますかという計算

をしていただいたんですけれども、４,０００台あれば何とか１日で行けますと。だけど、

４,０００台だとばらばらですよね。だから、なるべくびっしり入れたいということで、

さっき言った、実は自動車会社さんに自家用車を預けているのはそこで、ドライバーの方

に負担をしていただくという考えがまず１つです。 

 次に、現在、バスに積んでいる場合ですけれども、来年の３月、本年度中は実証実験と

いうことでホンダさんが一応全部負担していただいています。来年度以降は、おそらくリ

ースの形で出すと。かなり低額なリースで、ホンダさんは実は機械を原価で出しています

ので、つまり、これで儲けないという考え方ですので、それで出していくことになると思

います。 

 先生のご指摘の中で実は取りつけが結構大変でございます。自家用車であれば、シガー

ソケットに差すだけで使えてしまう設計なんです。１２ボルト電源ですから。ただし、バ
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ス、トラック等は２４ボルトですので、特殊なハーネスを入れて、ヒューズのところから

電源をとるという工事がございます。この工事は現行、ホンダさんの技術者が来て手際よ

くつけていただいているんですけれども、さすがに数が増えるとそれは無理というお話を

いただいており、これを現在、自治体さんと調整しております。バス会社さんの場合は自

前で整備工場を持っていらっしゃいますので、弱電の１００ボルト以下の工事免許を持っ

ていればつけられるそうなんですけれども、年式と型、もちろんメーカーによって全部位

置が違うので、標準化するのは１年か２年かかるかなと考えております。以上です。 

【平野議長】  ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【秋山構成員】  どうもありがとうございました。このＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＡＰＰ

の件なんですけれども、自治体を軸にお話をされましたけれども、地下鉄含めた鉄道とい

うのは対象としては非常に大事なんじゃないかと思うんです。その辺のところのご検討は

されているんでしょうか。 

【小松崎様】  ありがとうございます。実は鉄道は現行、西日本鉄道さん、それから、

近鉄さんとお話をしております。当然東京メトロさんとかＪＲさんも考えたんですけれど

も、規模が大き過ぎて、まだどういうふうにされるかはっきりせず、既にまた設置されて

いるのもあるので、例えばメトロさんみたいにあれだけしっかりＷｉ－Ｆｉ等設備をされ

ているところであれば、そのできたネットワークと社団の作っているネットワークがくっ

つけばいいという考え方で今後お話を調整させていただくようになるかと思います。 

 気になっているのはやっぱり、さっき申し上げたように小さい鉄道会社さんで外国の方

が来られるところはどうしても手薄になってしまいますし、また資金的余裕もございませ

んので、そこは何らかの形で他の事業者さんと相談しながら設置していけばよろしいので

はないかと考えております。以上です。 

【秋山構成員】  すみません、ネットワーク環境はおっしゃるとおりだと思うんですけ

れども、やっぱりアプリの中に災害情報という情報を提供してもらわないといけないわけ

ですね。その辺のところが一番課題なんじゃないかななんて気がちょっとしました。 

【小松崎様】  確かに、例えばおっしゃっているのは駅とかに、ターミナルにすごい人

がいて、避難誘導等を発令するのは駅側の人間ですのでそこをどうするかとか、同じこと

が実は大規模商業施設にもあるとか、そこはご指摘のように早急に検討するようにいたし
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ます。 

【秋山構成員】  ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

【小松崎様】  はい。 

【平野議長】  ほかに何かございますでしょうか。 

 はい、原さん、どうぞ。 

【原構成員】  どうも大変ありがとうございました。単純な質問で、ＯＭＯＴＥＮＡＳ

ＨＩ ＡＰＰで民間事業者のアプリとの連携というお話がございましたけれども、これ、

具体的に今後どういったアプリが出てくることが想定されているのか、あるいは準備され

ているのかというのをもし可能な範囲でございましたらと思います。 

 それから、実際にアプリをダウンロードしてもらうための仕掛けとして、大使館であっ

たり、空港であったりというお話ございましたけれども、例えば保険会社さんとかでこう

いうことを考えられたりしないのかとか、あるいは旅行会社との関係とか、何かそういう

ことも連携される、この協議会の中に入っていらっしゃるのかもしれませんけれども、も

しそのあたりも何かございましたら。 

【小松崎様】  前者のほうですけれども、ご提案で一番多いのは例えば食べ物、ハラル

の対策をしてあるお店はこれですみたいな、お勧めのお店を紹介とかあるんですけれども、

それは食だったり、物を買うだったりということはアプリがあります。 

 ただ、もう少し踏み込んでほしいのは、実は僕らのアプリケーションというのは、特定

エリアの狭域エリアに対して情報を射出する仕組みを持っているんです。何でこんな仕組

みを持っているかというと、例えば千代田区１丁目と２丁目の人は避難してくださいみた

いな情報をバンと出すときに、当然ロケーション情報で「このエリアの人は逃げてくださ

い」と出しますので、それを利用していけば、例えば銀座の３丁目と４丁目を歩いている、

国別でいうと例えば中国の方に、資生堂の化粧品が安いですみたいなことを送れるんじゃ

ないかというところは一応用意しているんです。 

 アプリ事業者さんのところがそこまではまだ考えられていらっしゃらないので、実はご

質問の中でいうと、アプリ事業者さんからのご提案に、さらに実はこういう付加機能が使

えますよと言うことによって、アプリそのものがもっと高度化、もっと人に近いものをご

提供できるんではないかと考えております。今のところ、あらゆるジャンルという言い方

はちょっとずるいんですけれども、各種各様のものが出てきたときに、社団のほうで作っ

ているプラットフォームの機能と連動させて高度化させて作っていったらいかがですかと
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いうのをアドバイスしながら組んでいきますので、今この時点でこういうものがあるとい

うのはちょっとないかなと思っています。 

 ２個目の話は、実はおっしゃるとおりで、海外の旅行者さんに、例えば小額の保険を掛

けると、「ニューヨークの５番街から７番街の間でテロが起きました。避難してくださ

い」とできると思っているんですけれども、正直申し上げると、保険会社さんがなかなか

ご賛同いただけず、私の説明が下手なのかもしれませんが、理解をしていただけない。仕

組み自体はそんな大変ではないと思うんですけれども、問題になってくるのは、誰がトリ

ガーを引くか。こういう事件がありますよと引くためには、２４時間３６５日の態勢でそ

れを見ていてあげなければいけない。当然そうすると、そういうものをやってらっしゃる

会社さんと保険会社さんが組まれれば多分うまくいくと考えていますが、残念ながら保険

会社さんは今のところ、当社団には加盟しておりません。 

【原構成員】  ありがとうございました。 

【平野議長】  ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、どうも小松崎様、ありがとうございました。 

【小松崎様】  ありがとうございました。 

【平野議長】  それでは、次の事務局からの論点整理につきまして、ご説明をよろしく

お願いいたします。 

【扇データ通信課課長補佐】  事務局でございます。それでは、資料８－２をご覧くだ

さい。本日含めましてこれまで合計８回の会議を開催しておりますけれども、そのヒアリ

ング内容、それから、ご議論いただいた内容、それから、個別に事務局のほうにいただい

ているご意見を踏まえまして、論点整理という形で取りまとめをさせていただいておりま

す。 

 それでは、１ページおめくりいただけますでしょうか。取りまとめの方向の構成につき

ましては、３章立てでご用意させていただきました。まずＩＣＴ自体の動き、インフラと

しての通信環境とか、あるいは利用形態の変化ということで第１章をまとめさせていただ

いております。 

 次に２ポツとしまして、このようなＩＣＴの変化を受けまして、どのような新たなビジ

ネスが生まれ、また、既存の産業におきましてどのような変化をもたらしているのか、さ

らにはこれらの変革の原動力としてビッグデータということがいろいろなプレゼンないし

はご議論の中で出ておりましたので、そのビッグデータの利活用についてどのような進展
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があるのかという形でまとめさせていただいております。 

 その上で、第３章といたしまして、このセッションの目的でもございます諸課題の展望

ということを整理させていただいてございます。各プレゼンないしはいろいろなご議論の

中でＩｏＴというキーワードがよく出ておりましたので、それぞれの章の副題として記載

させていただいております。 

 それでは、個別の説明をさせていただきたいと思います。１ページおめくりいただけま

すでしょうか。まずＩＣＴ側の変化ということで、「ＩＣＴの潮流～ＩｏＴ時代の到来と

データ利活用の進展～」という形でまとめさせていただいております。その中でさらに、

通信環境の向上ということと、利用側の、ネットワークの利用の増大と多様化という形で

まとめさせていただいております。 

 まず通信環境の向上といたしましては、こちらに書いてあるとおりではございますけれ

ども、我が国の通信環境、特にモバイル通信環境というのは過去数年で劇的に向上してお

りますと。例えば平成２２年に携帯電話の最高速度が２１メガｂｐｓだったものが、平成

２７年に２６２.５メガまで上がっているというような状況がございます。さらに今後２

０２０年までには第５世代携帯電話の導入が見込まれ、一層の進展が予測されているとい

う状況でございます。 

 それから、端末側におきましても、技術革新が進み、高性能化、軽量化、それから、省

エネ化等が進展しているということでございます。 

 こういった変化によりまして、アクセス端末もスマートフォン、タブレット等多様化が

進んでおりますし、また、流れるものも高画質な画像、映像の受信・発信に対応したよう

なことになってございます。 

 そういった状況を踏まえまして、さらに通信の形態が、従来の人と人から、あらゆるモ

ノがつながる「モノ」のインターネット、ＩｏＴ、Internet of Things というような形

で多様化が進んでいるということでございます。 

 さらに、今ほどのご説明にも少しございましたけれども、Ｖ２Ｘみたいなものも含めて、

車とＩＣＴの融合とかネットワーク家電の普及といったような家電や自動車の通信端末化

が加速し、ドローン、ロボット等の新たなデバイスによる通信の増加も予測されていると

いうことでございます。 

 １.２でございますけれども、通信環境の向上とあわせまして、ネットワークの利用の

増大と多様化という状況も起きているということでございます。これまでのヒアリングを
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踏まえまして、４点挙げさせていただいております。 

 まず１点目ですけれども、ＩｏＴの本格的始動ということで、従来、総務省でよくユビ

キタスネットワークという言葉を使っておりましたけれども、それがＩｏＴという形で現

実化し、ネットワーク利用が変革しております。単にモノとモノをつなぐＭ２Ｍを超え、

常時接続された通信環境と収集された情報の分析・解析により、ビジネスでの有効活用が

必須となる時代が到来しつつあるということでございます。 

 ２点目としましては、ネットワーク利用のスタイルの変化ということで、スマートフォ

ンの普及等により、場所と時間にかかわらず、同一の情報をいろいろな端末を使いまして

リアルタイムで取得可能になってきておりますけれども、将来的にはさらに、これが任意

の時間で映像等のコンテンツを消費できるタイムシフト等の普及も見込まれるということ

でございます。 

 また、３点目といたしましては、ウェアラブル端末の出現ということで、ソニーさんに

もこのセッションの場においてプレゼンテーションを行っていただいておりますけれども、

体のさまざまな部位に配置されたセンサー情報の収集・分析・活用を可能とする、いわば

脳や体の拡張というような現象が起きているということであったかと思います。 

 それから、４点目ですけれども、ネットワーク利用への影響ということでございます。

言わずもがなとは思いますが、従来の音声、テキストデータにかわりまして、映像、セン

サーデータの比率がネットワーク上でも増大しつつあり、インターネットのトラヒックが

急増することが予測されておりますと。ネットワークの各分野・各地域での利用がさらに

進み、利用可能エリアや信頼性へのニーズが一層増大することが予測されますということ

でございました。 

 １ページおめくりいただけますでしょうか。３ページでございます。このようなＩＣＴ

側の変化を受けまして、このセッションの場でもプレゼンテーションが幾つかございまし

たけれども、新たなビジネスが創出されるという動きが出てきております。これまでの８

回の議論を踏まえまして、５点、この場では挙げさせていただいております。こちらの説

明につきましては、それぞれの項目につきまして、動向と課題という形で整理はさせてい

ただいておりますけれども、基本的に動向の部分の説明は、時間の関係もございますので、

省略させていただいて、基本的に課題を中心にご説明をさせていただこうと思います。 

 まず（１）ということで、第１回の場で山田構成員からもプレゼンテーションをいただ

いておりますドローンでございます。我が国におけるドローンの普及・発展に関しまして
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は、本年４月のドローンの首相官邸への落下事件などもございましたので、まずは社会的

な信頼感の醸成が必要であろうということでございました。その上で、総務省としまして

も、ドローンの利用におけるプライバシーの保護に関しましては、本セッションで第１回

の場でご議論もいただいておりますけれども、その後パブリックコメント等で寄せられた

意見も踏まえまして、本年９月１１日、先週の金曜日でございますけれども、「『ドロー

ン』による撮影映像等のインターネット上での取扱に係るガイドライン」を公表してござ

います。 

 また、周波数の利用の増加、それから、高度化への対応ということにつきましては、ド

ローンを含めロボットの電波利用の高度化に関しまして、現在情報通信審議会で審議が行

われているところでございます。また、このほか、プレゼンテーションあるいはご議論の

中でございました話として、上空の利用権の問題とか、あるいは業務用のドローンにつき

まして保険をどういうふうに取り扱っていくのかということも課題であろうというような

ご指摘でございました。 

 それから、２点目についてはコミュニケーションロボットでございます。第５回の会合

におきまして東芝様から、コミュニケーションアンドロイドの「地平アイこ」とか、ある

いはソフトバンクロボティクス様から「Ｐｅｐｐｅｒ」、それから、ＮＴＴデータ様から

生活支援型のロボットについてのプレゼンをいただいております。その議論の中で明らか

になった点は、以下のようなものかと思います。 

 まず、ロボットが何らか異常な動きをした場合の物理的安全性とか、あるいは情報セキ

ュリティの確保という面から、ロボットからの安全ということが１つ課題であろうという

ことでございました。また、逆にロボットが利用者に対して、何か危険な状況が生じた場

合の通報等を行うという、ロボットによる安全という点も１つ課題になろうということで

ございました。 

 その上で、主にソフトバンクロボティクス様からのプレゼンの内容でございましたけれ

ども、コミュニケーションロボットが取り扱う個人情報、それから、プライバシーの保護

ということが今後大きな意味での課題になってくるであろうということでございました。

ソフトバンクロボティクス様のプレゼンの中では、「Ｐｅｐｐｅｒ」につきましては、個

人情報、プライバシーについては、事前の同意の取得とか、あるいは利用者が過去の会話

等のデータを消去できるような機能を搭載しておくこととか、ロボットの譲渡の際にはデ

ータ消去等のルールをあらかじめ明確にしておくということ、それから、データにアクセ
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スできる管理者を限定すること、そして、外部と通信する場合にはセキュリティという面

でしっかり暗号化を行うというような取り組みが行われているというご紹介がございまし

た。 

 今後開発、実用化されるロボットにつきましても、このような取組は必要ではないかと

いうことでございまして、プライバシーの保護の指針を策定するというようなことにつき

ましては、コミュニケーションロボット自体がまだ全般的に開発途上でありまして、また

情報の取り扱い方、かかわり方も多様な状況でございますので、今後の普及・発展状況を

注視しつつ、段階的に検討することが適当ということで書かせていただいてございます。 

 また、アプリケーションの開発環境においては、いろいろなプレーヤーの方が参入でき

る機会、開発条件のオープン化、それから、ソフトバンクロボティクス様のお話にもあり

ましたけれども、悪質アプリをいかに排除していくかということも課題になろうというこ

とでございます。 

 １ページおめくりいただけますでしょうか。新たなビジネスの３つ目、車とＩＣＴの融

合というテーマでございます。先ほど車載ルータの話もございましたので、若干先取りす

る形で恐縮でございますけれども、こちらの論点整理のほうにも少し反映させていただい

てございます。この車とＩＣＴの融合についての課題といたしましては、以下の５点を挙

げさせていただいております。 

 １つが、安全性確保のための情報セキュリティ対策が不可欠であろうということ。この

場合、通信のみで解決するのではなく、システム全体で誤作動とか、あるいは自己防止に

対するフェイルセーフを行うべきであろうという点が挙げられてございます。 

 それから、２点目といたしましては、自動車の運転時の事故における責任分担の整理と

いう問題、それから、それにひもづく形にはなると思いますけれども、保険のあり方とい

うことが課題になってくるであろうということでございました。 

 また、３点目としましては、先ほどのプレゼンにもございましたけれども、車車間通信

ということで、その実現や、車載ルータについては、必要な端末・機能を実装した自動車

が普及するための仕組みづくりも必要になってくるのではないかということでございます。 

 また、４点目といたしましては、通信コストを意識することなく利用できるビジネスモ

デルが必要であるという点、それから、最後に、車の自動化やネットワーク化の潮流にお

いても、我が国が世界をリードしつつ進めていく必要があるという点が挙げられてござい

ます。 
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 それから、ビジネスの４点目でございます。第６回のセッションの場で慶應義塾大学の

田中先生より３Ｄプリンタのプレゼンをいただいておりますけれども、ここを項目として

はデジタルファブリケーションという形で表記をさせていただいております。そのデジタ

ルファブリケーションにおける課題としましては、市場競争力確保に向けた技術革新とか、

３Ｄプリンタ等で製作される製品の品質保証のあり方についても検討が必要であるという

ような議論がございました。また、合鍵あるいは危険物たる拳銃等の社会的安全性の観点

から問題となる場合の製造防止に向けた方策、それから、誤作動等を起こした場合の製造

物の責任、それから、保険のあり方等も課題になろうということが議論としてございまし

た。 

 そして、最後に５点目といたしまして、シェアリングエコノミーでございます。こちら、

第６回の場でＵＢＥＲ ＪＡＰＡＮの髙橋様よりＵｂｅｒの取り組みということでプレゼ

ンをいただいております。ポイントといたしましては、シェアリングエコノミーという考

え方を挙げられていたかと思いますので、項目としてそのようにまとめさせていただいて

おります。 

 日本では、Ｕｂｅｒにつきましては、ハイヤー会社とＵｂｅｒが契約を結ぶような形で

ビジネスをされているというようなお話であったかと思いますけれども、基本的にはシェ

アリングエコノミーのサービスというのは個人的な取引になる場合が多いであろうと。そ

ういった場合の安心・安全性の担保の仕組みが必要であろうというような指摘がございま

した。それから、タクシー等の既存のサービスと異なるシェアリングエコノミーによるサ

ービスにおきましては、責任の所在を含めまして制度上の位置づけの再定義が必要な場合

もあるのではないかというような指摘がございました。そして、そのシェアリングエコノ

ミーによりまして、雇用のシフト、それから、雇用スタイルの変化なども生ずるのではな

いかというようなご指摘がございました。 

 それでは、１枚おめくりいただけますでしょうか。２.２ということで、先ほどのは新

たなサービスということを述べさせていただいておりますけれども、ＩｏＴ、ＩＣＴ化に

よりまして既存の産業にも変革がもたらされているであろうということで、このページで

まとめさせていただいております。こういった多様な産業分野におきまして、ＩＣＴ、デ

ジタル技術によりサービス、ビジネスに大きく変革をもたらすデジタル・トランスフォー

メーションというような状況が進展しているだろうということでございます。 

 業態としては大きく６点に分類させていただいております。まず１点目は、製造・建設



 -20- 

ということで、第２回のコマツ様とか、シスコシステムズ様、あるいはＧＥ様からプレゼ

ンをいただいております。製造、それから、建設の分野におきましては、例えば世界中で

稼働するコマツの建機につきましては、遠隔監視のシステムが稼働しているというお話が

ございましたけれども、そのグローバルなデータの利用・流通の確保が課題であるという

お話がございました。それからまた、ＩＰｖ６対応の推進とか、イノベーションの促進、

それから、重要インフラ防護という観点からのサイバーセキュリティの確保というところ

が課題になろうということでございます。 

 それから、２点目の農業でございます。第７回の場で富士通様、ＮＥＣ様からプレゼン

をいただいております。ここでの課題ということで挙げられておりましたのは、農家の生

産ノウハウなどについてどこまでが共有化される情報であり、どこからが個別に利用され

る情報であるのか、そこをしっかり明確化すべきであろうというご指摘がございました。 

 それから、３番目の医療・健康でございます。こちら、同じ第７回に富士通様、ＮＥＣ

様、それから、矢作先生にプレゼンいただいたテーマでございます。これにつきましては、

かなり多様な議論がございましたけれども、課題として挙げられますのは、１つは取扱い

に配慮が求められるような医療情報の利活用ルール・データ形式の標準化等が必要であろ

うということでございました。また、医療従事者、患者双方の価値観の変容と書いてござ

いますけれども、対面診療が遠隔医療より優れているというようなそういう価値観、発想

を変革する必要があるであろうというようなご指摘であったかと思います。それから、診

療報酬等含めてＩＣＴの活用に向けたインセンティブの付与が課題であるという点、それ

から、医療従事者間でコスト負担のあり方など利用のためのコンセンサス形成が今後必要

になってくるであろうという点、さらには関連情報のアーカイブ化、グローバルヘルスケ

アトレンドの分析等が課題になるであろうという多様なご指摘がございました。 

 次に４点目の教育でございます。ＭＯＯＣのお話がございまして、これにつきましては、

学習者の本人認証、本人確認をどのように行うべきかという点、それから、移動時に学習

をしたいというニーズがあることを踏まえて、車内用Ｗｉ－Ｆｉなど通信環境の整備が課

題であろうということが挙げられていたかと思います。 

 それから、５点目に観光のもてなしということで、ここは本日のＧＡＪａ様のプレゼン

を先取りする形で入れさせていただいている部分でございます。これにつきましては、訪

日外国人等がシームレスにインターネットに接続できる環境の確保とか災害安否情報の発

信に利用可能なアプリ等の充実等が課題かということで書かせていただいております。ま
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た、先ほどいただきましたご意見も、今後この中に反映させていただければと思っている

ところでございます。 

 ６点目としましてその他と書いておりますけれども、パナソニック様からスマートタウ

ンのご発表がございました。また、吉川構成員のプレゼンの中で、金融とＩＣＴが融合し

たＦｉｎＴｅｃｈなども今後普及が予測されるというようなお話がございましたので、記

載させていただいてございます。 

 それから、次のページをごらんいただけますでしょうか。２.３、ビッグデータ利活用

の進展と課題ということでございます。皆様のプレゼン、それから、ご議論の中から、か

なりビッグデータというフレーズが出ておりまして、ＩＣＴによる新ビジネスの創出や、

あるいは産業の変革に当たってはビッグデータの利活用ということが新たな付加価値の創

出の原動力の１つになるであろうということで、これを１つ項として記載させていただい

ております。 

 課題といたしまして、先ほどの個別のビジネスあるいは産業分野と重複する点もあろう

かと思いますけれども、７点挙げさせていただいております。１つが、ビッグデータの利

活用において、データの収集・蓄積自体がまず前提であり、これが促進される取組が行わ

れる必要がありますと。そのため、情報を提供する側の理解ないしはその情報を提供する

インセンティブを高めるための仕組みを考えていくことが課題であろうというご指摘がご

ざいました。 

 また、ビッグデータの利活用におきましては、データの収集・蓄積とともに、収集・蓄

積されたデータを相互に利用、結合させていくことが必要で、そのためにも、データイン

ターフェース等の標準化・共通化等の取り組みが必要であろうというご指摘がございまし

た。 

 さらに、ビッグデータとして収集された情報、さらに一定の解析・分析が行われた情報

は誰のものかという、データの所有の問題を明確にすることが必要であろうということの

ご指摘がございました。 

 それから、次の点は、先ほどの農業の話でもございますけれども、共有可能な暗黙知、

ノウハウ等ですけれども、それと、保護されるべき暗黙知の整理が必要であろうというこ

とでございます。 

 さらには、個人情報に関する規制との整合性、調和の確保。グローバルな情報の流通の

ための各国との共通認識の醸成、さらには、ビッグデータの利用が実証的な段階から広く
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普及・発展していく段階において、データの提供・利用者とデータの分析・解析者との間

である意味、いいビジネスモデルを構築していくことが必要であろうと。また、その成功

モデルの発信・共有なども有効ではないかというような点が挙げられてございます。 

 １ページさらにおめくりいただけますでしょうか。ここまでの１ポツ、２ポツの整理と

いうのは、各回のヒアリングのテーマをベースに整理をしたものでございますけれども、

これらの内容を踏まえまして、事務局におきまして、改めて３ポツということで整理をさ

せていただいたものがこちらとなっております。この近未来セッションでございますけれ

ども、議論のテーマが総務省の枠を超えているような議論も結構行っていただいているも

のと認識しております。そのため、総務省としての課題というよりも、まずこの３.１と

しましては、社会全体としての課題というような意識から整理を行わせていただいており

ます。 

 ご説明申し上げますと、まずキーワードとなっておりますようなＩｏＴというのは、人

と人とをつなぐ従来のコミュニケーションの概念をモノへと拡大した極めて大きなパラダ

イムシフトです。さらに、新たな時代の萌芽として、各地域・産業での一層の具現化を進

めるとともに、グローバル社会において我が国が先導的な役割を担うべきだろうという点

が挙げられるかと思います。 

 社会全体のということで、５つのポイント、観点に分けて整理をさせていただいており

ます。１点目が、ＩｏＴを支える技術・制度・人材のあり方ということでございます。今

後我が国がＩｏＴの利活用で世界を先導し、社会経済のさまざまなシステムの変革・発展

に導くためには、ＩｏＴを支える技術開発、社会実証、国際標準化等を国家戦略として推

進していくことが必要であろうということでございます。また、ＩｏＴの世界におきまし

ては、希少な電波資源を有効利用するための新たな技術開発、それから、規律・ルール等

の検討等も必要であろうということ、それから、ＩｏＴの利用実態に応じまして、技術と

制度のバランスを図る場の設置が重要であろうという点がございました。そして、さらに、

ＩｏＴの事業化に向けては、コーディネーター、ディレクターの役割を果たすような人材

が今後必要になってくるのではないか、そういった人材をきちんと育成する必要があるの

ではないかというようなご意見もございました。 

 それから、２点目でございますけれども、ＩｏＴによる新たなバリューの創出というこ

とです。ＩｏＴの発展のためには、いわゆるＩｏＴ、モノをハードウェアとしてだけでは

なくて、モノのサービス化といいますか、サービスとして捉え、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を
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構築できるエコシステムを創出すること、そして、付加価値を生み出すビジネスモデル、

それから、実現のためのプラットフォームを構築することが重要であろうという点が挙げ

られてございました。さらには、ＩＣＴを利用した手法に対する利用者側の意識改革とい

うことで、先ほどの医療の話でもありましたけれども、ＩｏＴの導入のための便益をうま

く可視化する取組が有効ではないかということでございました。 

 それから、３点目でございます。ＩｏＴ時代におきましては、ＩｏＴと安心・安全の確

保ということが必要だろうということでございます。ＩｏＴのシステムの安全性、それか

ら、先ほどの３Ｄプリンタの話にもありましたけれども、危険物等の反社会的な利用の防

止、それから、プライバシーの侵害の防止、サイバーセキュリティの確保、ＩｏＴにより

被害が生じた場合の責任・リスク分担のあり方などを解決する必要があるということでご

ざいます。 

 また、４点目といたしまして、人口減少、地方創生など社会的課題への寄与という点が

挙げられるということでございました。超高齢化社会におきましては、労働力人口が減少

する中、ロボットやＡＩによる生産能力の向上、生涯教育の活用などによる労働力不足の

補填、労働力の維持が必要だろうということでございました。地方創生の観点から見ます

と、ＩｏＴというのは、個別対応できるものではございますので、大量生産よりも地域の

ニッチなニーズとの親和性が高いというお話がございました。そのため、ＩｏＴの推進の

ための場の形成とか、ＩｏＴベンチャーが便利で安価に利用することができるサービスプ

ラットフォームの提供、ベンチャーが育つ環境の整備が重要だろうということでございま

した。 

 それから、５点目でございますけれども、情報の自由な流通な確保とＩｏＴのグローバ

ルな展開ということで、国際的な観点も非常に重要であろうというようなお話がございま

した。 

 それでは、次のページ、８ページをご覧いただけますでしょうか。全体の課題の整理と

いうことでは先ほどのページのとおりでございますけれども、その課題を総務省あるいは

ＩＣＴサービスに引きつける形でさらに整理を行ったものがこのページでございます。こ

の近未来セッションにつきましては、５年後から１０年後の諸課題の展望ということでご

議論をいただいたものではありますけれども、これらの課題については、ご意見としてあ

りました、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを直近の契機として取り組む

ことが適当ではないかというようなご指摘がございました。 
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 その上で、総務省、ＩＣＴに引きつけるという意味で、３分類、３つのレイヤーに分け

るような形で課題を整理させていただいております。また、この資料上に矢印が入ってお

りますけれども、その矢印以下の部分がこういった取り組みの方向性ではいかがでしょう

かというような点を掲げたものでございます。分類としましては、（１）でインフラ・端

末、（２）としてプラットフォーム・アプリケーション、そして、（３）でデータ・コン

テンツという分類にさせていただいております。 

 まず（１）のインフラ・端末でございますけれども、課題としましてはトラヒックの増

大、それから、ＩｏＴ端末・デバイス等の増大・多様化、通信エリアの拡大に関する課題、

そして、ネットワークの安全性・信頼性の確保、そして、ＩｏＴ時代におけるネットワー

クの規律のあり方という課題が挙げられるかと考えております。 

 その上で、取組の方向性としましては、例えば①の部分についていいますと、広帯域周

波数の開発・利用とか、データセンターの円滑なサービス提供、それから、モバイルの分

野におけるキャリアアグリゲーション技術の活用。それから、デバイスの増加ということ

につきましては、例えば今取組が進んでおりますけれども、Ｍ２Ｍ用の電気通信番号のあ

り方の検討とか、ＩＰｖ６化の推進、それから、通信エリアということにつきましては、

従来から行っている超高速ブロードバンドの整備促進、携帯電話利用可能エリアの拡大と

あわせまして、今後は、先ほどのフリーＷｉ－Ｆｉの話がございましたけれども、Ｗｉ－

Ｆｉを活用したシームレスなインターネット接続環境の実現といったことが挙げられるか

と思っております。 

 それから、（２）のプラットフォーム・アプリケーションにつきましては、問題点とし

ましては、同じように、トラヒック増大に対する課題、それから、プラットフォームの公

正性の確保、そして、活力のあるアプリケーションの開発・提供と社会的信頼性の確保と

いう点を挙げさせていただいております。 

 トラヒックの増大につきましては、ＯＴＴの問題とか帯域制御等の問題もありますので、

ネットワーク中立性の検討が１つの方向性かなということで挙げさせていただいておりま

す。また、今後のことを考えますと、プラットフォームがきちんとしたものである必要が

あるということで、公正性の確保、そして、さらには、地方創生の観点も含めまして、地

方の中小事業者、ベンチャー等の支援、それから、先ほどの話にもございましたけれども、

悪質なアプリケーションの排除という仕組みの確保が重要だろうということを挙げさせて

いただいてございます。 
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 また、データ・コンテンツの流通の分野におきましては、プライバシーの保護、セキュ

リティの確保、それから、データの所有と共有に向けた考え方というのが課題だろうとい

うことで、既に改正個人情報保護法ができておりますけれども、その運用に係る政府内で

の連携とか、ＥＵとの協議、それから、サイバーセキュリティ基本法に基づく民間側の取

組の徹底とか、あるいはデータの所有や共有に関する考え方の明確化というのが取組の方

向性としては考えられるのではないかということで挙げさせていただいております。 

 そして、さらに１ページおめくりいただけますでしょうか。こちらがこれまでの挙げら

れた課題をベースに、若干事務局からの提案的な部分もございますけれども、これまで挙

げられた課題から関係性の深いものとして今後取組に力を入れるべき課題ということで記

載をさせていただいております。これまでも総務省はじめいろいろなところでさまざまな

取組が行われておりますけれども、ここに掲げさせていただいている課題につきましては、

取組の余地がまだ大きいんではないかということで、今後さらに検討を深め、速やかに取

組を進めていくことを期待というふうに書かせていただいております。 

 内容としては３点ございます。１点目が、Ｗｉ－Ｆｉ等の利用基盤の整備ということで、

ＩＣＴの利活用におきましてはネットワークの整備が必要不可欠でありますと。また、昨

今の利用動向からすると、モバイルでの利用が鍵となりますので、これまでの超高速ブロ

ードバンド、４Ｇ・５Ｇの取組とともに、Ｗｉ－Ｆｉ等の新たなアクセス網について、利

用の円滑化、有効活用の促進等とあわせて利用可能地域の拡大に向けた施策を行っていく

べきではないかということでございます。 

 具体的な内容としましては、先ほどのＧＡＪａさんのプレゼンでも少し触れられており

ましたけれども、自治体が整備するＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの増加ということ、Ｗｉ

－Ｆｉのアクセスポイントにつきましては、現在点となっているものを、それを線にし、

さらには面にするというような取組はいかがかということでございます。また、そのフリ

ーＷｉ－Ｆｉにつきましては、１つのＩＤでシームレスな連携をしていくということはい

かがかということでございます。さらに、車載ルータの話がございましたけれども、非常

時等における車車間のアドホックネットワークの実現にもこういったものは活用可能では

ないかということで、その場合に優先的に伝えるべき情報のルールの策定、それから、直

接広報への活用可能性といった検討もあわせて行うことが想定されるというふうにさせて

いただいてございます。 

 ２点目は、ビジネスプラットフォームの形成ということで、多様なベンチャー、それか
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ら、ローカルビジネスが実際に真に地域に根づいた形でＩｏＴシステムの構築、アプリケ

ーションの開発ということが促進される必要があるということでございまして、地域のビ

ジネスの振興、地方創生にもつながると考えられるものかと思っております。その具体的

な方策としまして、優れたアプリを開発すれば広く全国で利用が可能となるようなアプリ

の生産・流通市場の形成、それから、オープンデータの推進をしてはいかがかというよう

なこととか、データの利活用という点につきましては、本人のデータが提供されて、それ

が実際に本人に利益が戻るような形で活用されるモデルを具体的なサービスとして提示し、

さらに社会実装を推進するという取組はいかがかどうかというものでございます。 

 最後でございますけれども、人と人をつなぐ場の創出ということです。ＩｏＴ自体はモ

ノとモノを結ぶものでありますけれども、ＩｏＴにかかわるさまざまな方、技術を有する

方であったり、ビジネスニーズを持つ方、あるいは社会的ニーズを持つ方が集い、結ばれ

る場というのが必要ではないかということで、こうした場が多数創出されるような取組を

推進していくということはいかがかということで挙げさせていただいております。 

 資料につきましてはざっと、かなり長く説明してしまいましたけれども、事務局からの

説明としては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【平野議長】  ありがとうございました。 

 それでは、ここで質疑の時間に入りたいと思います。ただいまの事務局様からのご説明

につきまして、ご意見、ご質問等よろしくお願いいたします。 

【関口構成員】  非常にわかりやすくおまとめいただきまして、ありがとうございまし

た。事前に事務局にも案を見させていただいて、その際にも意見を申し上げたので、もう

それが既に反映をされているということですので、この場では追加的に申し上げたいとい

うか、意見ということで言わせていただきたいと思います。 

 １つは、電子決済ですね。ＦｉｎＴｅｃｈというのが結構注目されております。これは

シェアリングエコノミーなんかもそうなんですけれども、こういった新しいＩＣＴを利用

したサービスのバックグラウンドとして電子決済をどう活用していくかというお金の流れ

の面もう一方で大事なものだと思います。それを１つの章立てとかにする必要はないと思

いますけれども、どこかにそういった観点を入れていく必要があるのではないかと。特に

海外ではアップルウォッチが出てきたことによってＡｐｐｌｅ Ｐａｙが注目されており、

ほかにもグーグルとかサムスンとかもウォレットをいろいろやっておりますし、ビットコ

イン的なものもあります。そういった新しい電子決済市場がどんどん広がっておりますの
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で、その辺の押さえを入れたらいいのではないかというのが１点。 

 あともう１つは、これは近未来のサービスということなのであんまり直近の話を入れる

のはどうかということはあるかと思うんですけれども、昨今はマイナンバーがやっぱり関

心を集めております。当初は社会保障と税の番号ということですけれども、改正法案も通

ったことですし、将来的には医療だとか健康だとか、それから、金融とか、いろいろなと

ころに広がっていくということも考えられるので、ちょっと生々しくなるかもしれません

が、マイナンバーについての記述もどこかにあってもいいのではないかなと思います。以

上２点、意見として申し上げたいと思います。 

【平野議長】  ありがとうございました。 

 事務局様、よろしいですかね。 

【菅田データ通信課企画官】  その辺、反映させていきたいと思います。 

【平野議長】  それでは、構成員の皆さん、何かほかにございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【吉川構成員】  ３つほどコメントがあります。今回、近未来のセッション、非常に勉

強になりました。ありがとうございます。それで、報告書の総論あるいはキーワードなん

ですけれども、幾つか散りばめられているんですが、今までと何が違うのかということで、

やっぱり１つはＩｏＴというのを出されていると思うんです。それから、もう１つは、デ

ジタル・トランスフォーメーションですかね。もう１つ入れるとすれば、やっぱりグロー

バル化。やっぱり５年あるいはその先を見通した場合に、この３つの大きな変化が趨勢的

に強くなってくるということをもうちょっと強調されていいのかなと。近未来を展望して、

結局今までと何が違うんですか、ビフォー・アフターは何ですかと言われたときに、私は

今３つぐらいのキーワードを思いついたんですが、それをもうちょっと強調されてもいい

のかなと思いました。 

 それから、今、グローバル化のことを申し上げましたけれども、クロスボーダーのデー

タ・トランスファーとか個人情報の問題を幾つか指摘していただいていますが、若干細か

い話をしますと、ＥＵの場合は非常にデータプロテクションローが厳しいという話がある

んですけれども、一方で多国籍企業に対しては、バインディングコーポレートルールズ、

ＢＣＲという一種の法制度を入れて、１か国ないしプラスあと２か国ぐらいの当局から承

認を得ると、多国籍企業内での企業内の個人情報の流通については認めますというような

制度がもうでき上がっている。 
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 これ、日本企業はほとんどというか、まだ１社もアプライしてないという情けない状況

で、日本企業はもうちょっとしっかりしないといけないと思うんですが、そういうのをも

うちょっと認知を広めるとともに、たしかＡＰＥＣでもこれ、似たようなルールで議論が

されていると思うんですね。ＡＰＥＣの場合はＣＢＰＲ、クロスボーダープライバシール

ールズというのがあると思うんですが、これ、もう少し実際に運用できるように総務省さ

んからもぜひ働きかけていただきたい。そうすると、ＩｏＴにおけるクロスボーダーのデ

ータの流通というのはもっと進むんじゃないかなと思います。 

 最後、３点目ですが、９ページの施策の②番と③番がほとんど同じように思えるんです。

結局、多分これはもっとイノベーションを起こしましょうということをおっしゃっている

と思うんですが、②番と③番はちょっと読んだ限りではあまり分解能がないように思えて

います。多分特に地方創生とかにらんで、どんどん新しいビジネスが出てくるようにしま

しょうということをおっしゃっているんだと思うんですが、特に②と③はもう一緒にして

もいいような表現のように思えたので、表現を再考していただければなと思いました。以

上です。 

【平野議長】  吉川様、ありがとうございました。グローバルにつきましては、おそら

く例えば５ページ目の（１）の、コマツさんのグローバルなデータが中国の場合にはなか

なか外に出せないというような問題もございましたし、それから、２点目の問題につきま

しては、ＥＵの問題ですね。これにつきましてもＥＵも鑑みながら個人情報を検討してい

きましょうねということがありますので、その辺を敷衍していくところもあるのかなと。 

 事務局様、何かございますでしょうか。 

【菅田データ通信課企画官】  １点目につきましては、それぞれ要素としては入ってい

るところでございますので、きちんと前の総論とか導入のところできちんとわかるように

明示していきたいと思います。 

  

【吉川構成員】  ２点目については、骨子をいじっていただく必要はなくて、何かそう

いう動きがあるというのを、本編か何かつくられると思うので、そこでちょっと。 

【菅田データ通信課企画官】  わかりました。一応我々のほうも事実関係を確認させて

いただきながら、また吉川さんにもお伺いしながら記述していきたいと思います。 

【吉川構成員】  そうですね、はい。 

【菅田データ通信課企画官】  ３点目につきましては、まとめ方、表現のほうをちょっ
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と工夫させていただきたいと思います。 

【関口構成員】  ちょっといいですか。 

【平野議長】  どうぞ。 

【関口構成員】  さっきの事前ヒアリングというか事前に拝見したときに私も言ったこ

とですが、この中に入らなかったというのをまさに今、吉川さんが言ってくださったわけ

なんです。この中の表記では、新しいバリューのクリエーションという言い方が７ページ

でされていますが、これはこれで重要なんですが、今のフェーズで海外で言われているの

は、デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションということです。ですから、今ある

フィジカルな世界をどうやってデジタルで変えていくか、あるいはデジタル化していくか

ということのほうがポイントになっているので、やっぱりデジタル・ビジネス・トランス

フォーメーションという言葉をどこかに入れていただくのがいいのではないかと思います。

以上です。 

【平野議長】  事務局様、どうでしょう。 

【菅田データ通信課企画官】  そのようにさせていただきたいと思います。 

【平野議長】  どうぞ、中村先生。 

【中村構成員】  とても網羅的できちんと書いてあると思いますし、最後の方向性自体

も妥当だと私は思います。自分が事務局でもこういうレポートになるかなと思うんですけ

れども、ただ、ちょっともったいないなという気もしております。全体のトーンとして、

もっと振りかぶってがつんと言っていいんじゃないかと。今回最大のテーマとしてＩｏＴ

を捉えているわけですけれども、それを技術の進化のどの文脈に置くのかという問題じゃ

ないかなと思います。これがはやりものの１つなのか、あるいは大きな根本的な変化なの

か、私は後者だと思っております。 

 例えばこの２０年間ずっとデジタル化ということで進められてきたわけですけれども、

コンピューターは人類の思考とか表現を根本的に変えるものでありますし、インターネッ

トは世界の通信コストをゼロに近づけるという意味で人類史を二分する事件だったと思う

んですが、ＩｏＴは何なのかと。それに匹敵するような大きなことだと思っています。人

とモノ、あるいはモノとモノがコミュニケーションする、あるいはＡＩというのが、人類

よりも機械の力のほうが凌駕するということを、つまり、人類史を超える地球的なことだ

と捉えていいんじゃないかなと思っているんですが、そのような認識をどこまでここにあ

らわすのかというのが問われているように思います。 
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 そういう意味でいうと、７ページ目の最初に書いてあるところがポイントかなと思って

います。世界を先導して社会経済を変革するという、そういう認識を前に出せるかどうか。

しかし、３ページあたりを見ると、技術がいろいろ進んで波が来るので安全・安心を確保

しなければという、そういう受け身的な文言が目立っています。これ、いずれも大事だと

思うんですけれども、ただその前に、こういう波を前向きに捉えてどういうメッセージを

出していくのか、どういうアクションを起こすのかというところは、ちょっと大胆でもい

いんじゃないかなと思っています。それは、政府の中でも、ほかの審議会とか役所でより

精緻な議論がＩｏＴについてはされていくと思いますし、この局の職責を超えることにな

るかもしれないですけれども、こういったタイミングなので、来年のサミットに向けて大

きなメッセージを出すぐらいのことを何か書いておいてもいいんじゃないかと思います。

それが１つ。 

 それからもう１つ、各論なんですけれども、５ページ目のところにいろいろと先ほど来

指摘をされているようなトランスフォーメーションのことが書いてありますが、例えば観

光、おもてなしでいうと、先ほどのプレゼンもそうだったんですけれども、2020 年に向

けた社会全体のＩＣＴ化推進に関する懇談会懇談会という総務省の別の場でされている議

論で、おもてなしの観点で多言語メディア環境を作るアクションプランが既に示されてい

ます。そのあたりと整合を図って進めてもらえればよいかなと思うんですが、同時にまだ

まだ遅れているところもあって、例えば教育なんていうところは、政府内でもデジタル教

科書の検討が始まっていて、２０２０年には１人１台という目標を立てられているんです

けれども、まだ現場では６.４人に１台のありさまで、学校のネット環境もまだまだなん

ですね。ここで言っているような、例えばＩｏＴとかビッグデータの利用に世界的には進

むべき段階に来ているんですけれども、日本の環境はまだまだそれどころじゃないという

ような認識もどこかで危機感として表明しておいていいかなと思いました。以上です。 

【平野議長】  ありがとうございました。 

 どうでしょう、事務局さん。 

【菅田データ通信課企画官】  最初の１点目、７ページのことですけれども、事前に中

村先生からコメントいただきまして、事務局でも大きなパラダイムシフトという言葉を使

ったのですけれども、まだまだ肝っ玉が小さいので、もうちょっときちんと打ち出してい

きたいと思います。 

 それから、５ページ目の関係ですけれども、この辺はあちらの２０２０年のオリ・パラ
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委員会との動きとの調整をさせていただきたいと思います。表現等問題ないようにやって

いきたいと思います。それからさらに、デジタル教科書等の現状認識、そういったものも

もうちょっと広くさらって、丁寧に記述していきたいと思います。 

【平野議長】  ほかに何か、皆さんございますでしょうか。 

 はい、秋山さん、どうぞ。 

【秋山構成員】  どうもありがとうございました。上手にまとめていただいたと思いま

す。 

 ある意味、別の面で見ると、ビッグデータ、クラウドという話も随分出てきたんですけ

れども、いわゆるスーパーコンピューターという世界で、ゼタの前のエクサコンピュータ

ーという１０の１８乗のスピードのコンピューターがもう生まれていまして、日本は今、

「Ｓｈｏｕｂｕ」というコンピューターが一番速いと思うんですけれども、これが多分い

わゆるビッグデータメモリの処理をするための、言ってみれば処理装置というか、そうい

う形になるのだと思うんです。これを支える環境をいかに作っていくのかというのがまた

非常に大事になってくるので、そこに総務省さんの大きな仕事があるんではないかなと私

は思っております。先ほど中村先生がおっしゃったようなことも含めて、そういう情報は

入っているはずなので、ドーンと出したほうがいいんではないかなという具合に思うのが

１つです。 

 それからもう１つは、Ｗｉｎ－Ｗｉｎという言葉を使っているんですけれども、実は今

のビジネスモデルは、Ｗｉｎ－Ｗｉｎというと、どうしても発注する人と受注する人とい

う関係みたいなところがちょこっとあるので、今はＷｉｎ２、Ｗｉｎ３、Ｗｉｎ４という

ふうな、ビジネスモデルはそういう構造に多分なっているんですね。というふうなことを

考えると、この辺で、これ、Ｗｉｎ－Ｗｉｎという言葉、ここで使うというのはいいと思

うんですけれども、ＷｉｎＮというビジネスモデルになるんだよというようなこともどこ

かでうたってもいいんじゃないかなという具合に思いましてご提案申し上げます。 

【平野議長】  どうでしょう、事務局さん。 

【菅田データ通信課企画官】  エクサコンピューター等の話ですけれども、確かにそれ

を支える基盤となるネットワークというところは重要だと認識しておりますので、その辺、

記載を工夫したいと思います。 

 それから、ＷｉｎＮですけれども、ぜひ使っていきたいと思いますが、表現ぶりはちょ

っと工夫させてください。 
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【秋山構成員】  はい、ぜひよろしく。 

【平野議長】  関口さん。 

【関口構成員】  すみません、さっきデジタル・ビジネス・トランスフォーメーション

を入れてもらえなかったと言ったんですけれども、ちゃんと５ページに入れてもらってい

たというのを今気がつきました。大変失礼しました。先ほどの発言は撤回させていただき

たいと思います。 

【平野議長】  ビジネスの言葉が入ってない。 

【関口構成員】  長いので、デジタル・トランスフォーメーションでもいいのではない

かと思います。言葉の前にビジネスを大きく変革するとちゃんと入っていますので。 

 あともう１点、さっき追加的に言うところで忘れてしまったのは、規制緩和の話です。

この報告書はどちらかというと技術をベースに書いていると思うので規制緩和というのは

ちょっとなじまない部分もあるかと思うんですけれども、例えばドローン１つとっても、

日本ではドローンが官邸の上に落ちてしまったという不幸な事件があったものですから規

制論からまず入ってしまっています。 

 もちろん、振興のための規制という考え方も一方ではあると思いますが、やはり規制緩

和ファーストみたいな発想を入れていかないと、デジタル・トランスフォーメーションは

進まないと思います。シェアリングエコノミーも、ここで出てきている健康・医療もそう

ですけれども、全部規制との戦いですから、それをＩＣＴでどうやってぶち破っていくん

だという、岩盤の問題もありますけれども、そういうところをもうちょっと力強く踏み込

んでどこかに書いたほうがいいのではないかと思います。以上です。 

【平野議長】  どうでしょう、事務局。 

【吉田データ通信課長】  規制の問題でございますけれども、一応７ページのところで、

例えば安心・安全の確保については、制度のルールの明確化が重要だけれども、新たなビ

ジネスサービスの発展の可能性の芽を摘むことがないように十分留意する必要があるとい

ったような点であるとか、あとは、（１）のところでございますけれども、利用実態に応

じ、技術と制度のバランスを図る場の設置が重要といったようなことで、論点としては、

問題意識を十分認識もしておりますけれども、さらに書き方の工夫もさせていただければ

と思います。 

 それから、８ページのほうでも、先ほど事務局からの説明ではあまり強調しませんでし

たけれども、ＩｏＴ時代におけるネットワーク規律のあり方というのも、前にモノとモノ
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ということで、やっぱり制度の前提から考える必要もあるんじゃないかとご指摘もいただ

いておりますので、ＩｏＴサービスの発展の状況や技術の進展等の注視が適当であるとも

しておりますので、またさらにこれ、具体的な書きぶりは考えていきたいと思ってござい

ます。 

【平野議長】  どうぞ。 

【関口構成員】  ですから、今まではどちらかというと、ＩｏＴ時代の前は何と書いて

いたかというと、ネット時代と書いていたわけですね。ネット時代は、どちらかというと

ネットワークとソフトウェアサービスというところが舞台で、どちらかというと総務省の

範疇で片づくことが中心だったと思います。今のＩｏＴというのは、フィジカルの世界が

入ってきたということで、他省庁の分野との絡みが相当出てきていると思うんです。それ

がまさにＩｏＴの世界でありまして、実態を抱えている他省庁が管轄しているところに、

こちらの立場からＩＣＴをどうするかというふうに話を持っていくという意味では、もう

少しそこを力強く書いていただいたほうがいいと思います。問題意識は読み取れるんです

けれども、それが大事だということをもっときっちり言っていただければと思います。 

【平野議長】  今のと同じ論点ですか、山田さん。それとも、ちょっと論点違いますか。 

【山田構成員】  ちょっと違います。 

【平野議長】  じゃ、同じ論点ですね、中村先生。 

【中村構成員】  今の話は、吉田さんおっしゃったことでいいかと思うんですけれども、

単にニュアンスの問題だと思うんです。先ほどおっしゃったように、例えば安全・安心あ

るいはルールの明確化というのは重要だけれども、新しい発展の可能性の芽を摘むことが

ないように十分留意という書き方するじゃないですか。多分、逆にすれば済むはずじゃな

いかなと思います。つまり、新しいサービスを発展させましょう、だけど、安全・安心と

かも大事だよねとかとすれば、前向きなのか、対応しようとしているのかという、それぐ

らいの範囲で済むことかなという気がします。 

【吉田データ通信課長】  よく工夫させていただきたいと思います。 

【平野議長】  結論は同じなんですけれども、やっぱりレトリックという意味で、その

辺で私もちょっと検討させていただければと思います。 

 それでは、お待たせしました。山田さん、どうぞ。 

【山田構成員】  ９ページの今後の取り組みの方向性のまとめのスライドなんですが、

①のＷｉ－Ｆｉ等の利用基盤の整備というふうに打ち出してしまわれますと、パッと見る
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と、いかにも自治体等のＷｉ－Ｆｉのインフラ整備を助成しましょうみたいに見えてしま

うような気がするんです。 

 実際にここで意図されているのは、こういったＷｉ－Ｆｉ等の利用基盤が整備されるこ

とによって、ロボット等の新しい電波利用、ＩＣＴの、ＩｏＴの新しい電波利用がなされ

て新たなサービスやビジネスがもっと生まれるはずだから、利用基盤の整備が重要ですよ

と。逆に言うと、目的は新しいサービスやプロダクトの活性化を促すということが主であ

って、そのための１つの手段としてはＷｉ－Ｆｉ等の利用基盤の整備もあるというような

趣旨で記述していただけたほうが、やることが同じであったとしても、それが生み出すこ

との効果をより前面に出していただけるというように読む方が読むのではないかと思いま

すので、ご検討いただければと思います。 

【菅田データ通信課企画官】  表現、工夫させていただきます。 

【平野議長】  ここもやっぱりレトリックの問題だと思いますね。よろしくお願いしま

す。 

 ほかに。 

 原さん、どうぞ。 

【原構成員】  ありがとうございます。私、すみません、事前にお話伺い損なってしま

ったものですから、きょうは大きな感想だけ２点申し上げたいと思います。 

 １つは、先ほど来、中村先生や関口さんおっしゃられていることと重なるんですけれど

も、やっぱりこのセッションで一連のヒアリング、ずっとお話伺わせていただいて大変勉

強になったんですけれども、その中で非常に強く思ったのが、ＩｏＴというのはやっぱり

ビジネスであったり、社会システムの大きな変革になるということなんだろうと思いまし

た。 

 その意味で、今いただいているこの７ページ、先ほど来、まさにご議論になっている

（３）のＩｏＴと安心・安全の確保というところですけれども、ＩｏＴと安全という論点

でいうと、ＩｏＴというのが安全に対してネガティブな影響を持つ。そこを何らかのルー

ルを設定していかないといけないという論点はもちろんあるんですけれども、もう一方で、

ＩｏＴの外側で、ＩｏＴのさまざまな分野での安全規制とか社会的規制のあり方を大きく

変革していくという面もあるんだろうと思います。 

 このヒアリングの中で聞いていた中でちょっと今思い出す範囲でいうと、例えば介護施

設について、従来であれば、入居者の安全を確保するために人を何人置かないといけない
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といったようなルールを置いていたところ、ＩｏＴやロボット技術を用いてそれを代替し

ていける可能性があるとか、あるいはＵｂｅｒさんからのお話を伺ったときにあったよう

な、伝統的な輸送サービスについての規制、そこで安全やサービスの質を確保していたも

のについて、これはＩｏＴによって運行管理をしたりとかそういったことで代替をしてい

く可能性があるという、そういう論点があるんだろうと思います。その意味で、先ほど来、

言われているように、全く違うシステムに変わっていく可能性があるというところをもう

ちょっと打ち出していただけるといいのかなと私も思いました。 

 それから、もう１つ、総務省さんに特にかかわるところで、通信の利用、通信に関して

ということでありますけれども、これまたこれまでのヒアリングで伺っていた中でやはり

共通して出てきたことというのは、通信の利用というのもこれまでとはかなり大きく変わ

っていくと。要するに、人と人との間をつなぐというのではなくて、人がいないところで

も通信が生じるということで、おそらく通信のあり方というのも非連続的に大きく変わる

ということなんだろうという感想を持ちました。 

 そうであるとすると、人のいないところでも通信についての設備投資をしていくとか、

そういうことが必要になっていくわけであり、一方で、投資の回収という観点で考えると、

ＩｏＴでどこまで回収ができるのか、人の通信ほどに回収ができるのかといったようなこ

ともあるとすれば、そのコスト負担をどうしていくのか、あるいは電波の資源をより効率

的に活用していくというのをどうしていくのかというのも、これもこれまでの延長という

ことではなく、改めて検討し直す必要がある課題なのかなという、そんな感想を持ちまし

た。とりあえず以上でございます。 

【平野議長】  ありがとうございました。パラダイムシフトが起きるということをレト

リックでもう少し強調していくという方向性だと思いますけれども、事務局様、そんな感

じでよろしいですかね。どうぞ、菅田さん。 

【菅田データ通信課企画官】  各規制のお話につきましても、先ほど言ったように、も

うちょっと記述を追加していきたいと思います。 

 それから、電波資源とコスト回収、この辺の話も意味としては含んでいるかなとは思っ

ていたんですが、実際起こすときにそういった内容をきちんとケアしていきたいと思いま

す。 

【平野議長】  あとは、７ページ目の原様がご指摘の（３）安心・安全、これはこれの

親会が実は安心・安全というキーワードがあります。ただ、ここは先進的に、確かに原様
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おっしゃるように、安心・安全の考え方がこれもまたパラダイムシフトというか、確か車

についてのご発表の中であったと思いますが、社会的コンセンサスを得ていくのが必要だ

というキーワードがプレゼンターの方からあって、確かにそうかなと。既存とシステムと

かがいろいろ違ってくるので、それはやっぱりコンセンサスがないと納得が得られないと

いう、その辺がキーワードになってくるのかなと今直観的に思いましたが、事務局様と相

談しながら生かしていければと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 ということで、それでは、引き続き、この最終的な報告書の案のご検討を事務局様でい

ただければと思います。 

 それでは、その他、ほかに事務局様から何かございますでしょうか。 

 

（２） その他 

 

【金坂データ通信課課長補佐】  次回会合でございます。次回会合は、９月３０日の午

前１０時から１２時に開催予定でございます。場所等については別途連絡させていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

【平野議長】  ほかに全体として何かございますでしょうか。 

 なければ、それでは、本日の会合をこれにて閉会とさせていただきたいと思います。ご

出席、皆様、ありがとうございました。 

 

 


